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都市における子どものあそび空間確保に関する研究

一那覇市総合設計許可取扱要綱の規定内容と運用実態について－

国吉真哉＊

StudyonthePlaySpacesforChndrenｉｎｔｈｅＵｒｂａｎＡｒｅａ

－ｔｈｅＤｅｔａｎｓａｎｄｔｈｅApplicationoftheTechnicalStandardabouttheP1anned

DevelopmentDesignSysteminNahaCity-

SanechikaKUNIYOSHP

Abstract

ThelocalgovernmentofauthoritysuchasNahacitycanenactthetechmcalstandardabout

thePDDS・Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｓｔｕｄｙｉｓｔｏｉｎｖｅｓtigatethedetailsofthetechnicalstandardof

NahacitythroughcomparingwithoneoftheMinistryofLand，InfrastructureandTransport

andtｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅａctualconditionof21casesthatwerｅａｐｐｌｉｅｄｔｈｅＰＤＤＳ・Thetechnicalstan-

dardofNahacityenactssomerulesthataredifferentfromoneoftheMinistryofLand，

InfrastructureandTransport，Asaresult，ｍａｎｙｏｆｔｈｅｃａｓｅｓａｒｅｂｅｌｏｗｔｈｅｌ,500squaremeters

andhavethesmallpublic-open-spacesatthecoｒｎｅｒｏｆｔｈｅｓｉｔｅｓｉｎｔｈｅｂｕｉｌｔ－ｕｐａrea．

１．はじめに 国土交通省（以下、国交省）の通達である「総合

設計許可準則」（以下、許可準則）及び「総合設

計許可準則に関する技術基準」（以下、技術基準）

に基づき実施されるが、特定行政庁は地域の状況

に応じて一定の範囲内で規則に定めることが可能

である。

１－１研究の目的

近年、都市化をはじめとする様々な社会的変化

にともない、都市における子どものあそび空間と

なる身近なオープンスペースが急速に減少してい

る。特に緑地などの自然系オープンスペースや公

園、広場などの公共性の高いオープンスペースに

ついては、子どものあそび空間の量的確保とネッ

トワーク化のうえからもその保全と整備の必要性

が論考されておりい~い、早急な取り組みが求めら

れる。

市街地における公共性の高いオープンスペース

を創出する制度の一つに総合設計制度(1)がある。

総合設計制度は、図１のように敷地内に日常一般

に開放された空地（公開空地）を設けた建築設計

などについて、建築基準法に基づく容積率制限、

斜線制限などを特定行政庁(2)の許可により緩和

することができる制度である。同制度の運用は、 図１公開空地であそぶ子どもたち（那覇市）

､家政教育教室
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目について、許可準則及び技術基準の規定内容と

の比較分析を行う。次に、許可要綱に基づき整備

された建築事例について、基本要件、計画基準及

び緩和事項に関する運用実態を明らかにする。容

積率の割増に関わる有効公開空地率については、

敷地規模、絶対空地率、接道率との相関分析をあ

わせて行う。さらに、主成分分析やクラスター分

析を用いて建築事例の類型化を行った上で、整備

された公開空地の平面形態と敷地の接道条件から

公開空地の形態的特性を明らかにし、類型別に考

察を行う。

このように総合設計制度が`性能型基準(3)の性

格を有することから、特定行政庁が定める規定内

容（基本要件・計画基準・緩和事項など）には、

地域によって差が生じていることが予想される。

その結果として、制度を活用した建築事例の敷地

及び設計条件並びに整備された公開空地の空間形

態についても地域差が生じ、また利用形態にも影

響を与えるものと推測される。そのような観点か

ら、本研究は、特定行政庁が規定する公開空地の

特性並びにその利用形態に与える影響に着目する

ものである。

本稿では、那覇市の「那覇市総合設計許可取扱

要綱」（以下、許可要綱）と国交省の許可準則及

び技術基準との規定内容に関する比較分析を通し

て、－特定行政庁の定める規則の独自性並びに公

開空地の特性を明らかにするとともに、総合設計

制度を活用した建築事例の実態分析を通して、整

備された公開空地の形態的特性を明らかにするこ

とを目的としている。

総合設計制度または公開空地を対象としたこれ

までの研究の多くは、公開空地の空間構成、利用

実態及び管理状況に関する北原5)、沢井他6)、小

浦他7）などの研究、または利用者や周辺住民の

環境評価に関する木村他8)、石田他9)、桑田他'０）

などの研究である。制度自体に関わる研究として

は、一公開空地であるアトリウムや特定行政庁独

自の規定によって保全される自然的緑地に関する

制度の運用実態やあり方を論じた大野他'1)、片受

他12)などの研究、または市街地整備に向けた建

築のルールの一つとして総合設計制度の可能性や

制度のもつ問題点を論じた赤崎'3)、紙野他M）など

の研究がある。しかし、許可準則及び技術基準と

の比較分析並びに制度を活用した建築事例の実態

分析を通し、特定行政庁の定める規則の独自性及

び公開空地の形態的特性に関する研究の蓄積は十

分とは言い難い。

2．許可要綱における規定内容の比較分析

２－１制定及び改正の状況

国交省の許可準則は、市街地住宅総合設計許可

準則が廃止・統合された昭和60年12月以降、平成

２年11月、平成７年７月及び平成９年６月に－部

改正が行われた。那覇市の許可要綱は、昭和60年

９月に施行され、昭和63年７月及び平成８月４月

に－部改正されたが、平成10年10月現在、平成９

年６月の許可準則の改正内容には対応していない。

また、許可要綱では、一般型総合設計制度と市街

地住宅総合設計制度(6)を対象としており、再開

発方針等適合型総合設計制度などは取り扱ってい

ない(7)。

２－２基本要件

①敷地規模

法令要件(8)である敷地規模については、原則

として第一種または第二種低層住居専用地域で

3,000㎡、第一種中高層、第二種中高層、第一種

住居、第二種住居、準住居、準工業、工業及び工

業専用地域で2,000㎡、近隣商業及び商業地域で

1,000㎡以上と規定されている（表１）。ただし、

この数値は地域の状況に応じて一定の面積まで引

き下げが可能であることから、那覇市の許可要綱

では、その最小規模で規定し、制度の運用を容易

にしている。一方で、第一種及び第二種低層住居

専用地域における総合設計制度の適用を制限して

おり、低層住宅地の住環境保全に向けた運用上の

配慮が伺える。

１－２研究の方法

まず、那覇市の許可要綱について、制度適用の

ための基本要件（敷地規模・絶対空地率（４）・前

面道路・有効公開空地率(5))、計画基準（公開空

地の定義・公開空地の有効面積の算定基準)、緩

和事項（容積率制限の緩和など）に関する規定項
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表１法令要件の敷地規模に関する規定 表３前面道路に関する規定

政令第136条路

１項及び罰3項

那覇市の8午

-7要綱

３０００㎡以上
１度を適用し
ない

１００㎡以上

６

路に接

②絶対空地率

絶対空地率に関する政令規定は、容積率制限の

緩和を受ける場合と容積率制限以外の緩和を受け

る場合に分け、表２に示した数値以上としている。

那覇市の許可要綱では、市内全域（第一種及び第

二種低層住居専用地域を除く）の基準建ペイ率が

6／10以上であることから、政令の5.5／10以上の

規定値を採用している。

④有効公開空地率

技術基準における有効公開空地率は、基準建ペ

イ率で区分し表４に示した数値以上としているが、

那覇市の許可要綱では、用途地域により区分され

ている。特に、商業系用途地域での制度活用は、

住居系及び工業系用途地域と比較して0.l高く規

定されており、より規模の大きな公開空地の創出

が期待されているといえる。表２法令要件の絶対空地率に関する規定

138乗第１

副３項

郡、市の肝可

綱
表４有効公開空地率に関する規定

地域又は区域

粟一種中高囮

住居専用地域

注）Ｃ:基準建ペイ率

③前面道路

許可準則及び技術基準では、敷地は原則として

住居系用途地域及び準工業地域で６ｍ以上、商業

系及び工業系用途地域（準工業地域を除く）で８

ｍ以上の幅員を有する道路への接道が規定されて

いる（表３)。那覇市の許可要綱は、許可準則な

どに規定された前面道路に、敷地境界線の周長の

1／6以上接道する独自規定を設け、より公開,性

の高い敷地における制度の活用を促進している。

注）Ｃ:基準麹ペイ率

－８７－

政令第136桑第
１項及び第３項

那覇市の許

可要綱

敷
地
規
模

第一種低履住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

準エ菜地域

エ業地域

エ業専用地域

近隣商業地域

商業地域

用地地域の指定のない地域

3,000㎡以上

2.000㎡以上

1.000㎡以上

2.000㎡以上

制度を適用し
ない

500㎡以上

5D､㎡以上

国交省の肝可
準則及び技術

基準

那覇市の許可
要綱

前
面
道
》

第一種低圃住居専用地域

第二種低圃住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

準エ菜地域

6ｍ以上の道
路に接道

6ｍ以上の道
路'二､当該敷
地境界線の周
長の1/6以上

接道

二口

エ業地域

エ業専用地域

近隣商業地域

商業地域

用地地域の指定のない地域

8ｍ以上の道路
に接道

6ｍ以上の道
路に接道

８ｍ以上の道

路lこ､当肢敷
地境界線の周
長の1/6以上

接道

規定項目 政令第136条第１
項及び第３項

那覇市の貯可要

綱

絶
対
空
地
率

容積率制限

を緩和する

場合

容積率制限

以外の制限

のみを綬和
する渦合

Ｃ≦5/1０

5/１０＜Ｃ≦5.5/10

5.5/１０＜Ｃ

Ｃ≦5/1０

5/10＜Ｃ≦5.5/1０

5.5/10＜Ｃ

≧(１－C》+1.5/1，

≧6.5/1０

≧(1-C)Ｗ1０

≧(１－C)ﾄ1/1０

≧8/1０

≧(1-C汎1.5/1０

≧(１－C)+2/1０

≧(１－C)+1.5八０

地域又は区域
国交省の許可単則及

び技術基準
那覇市の8午可要綱

有
効
公
開
空
地
率

Ｃ＜5.5/1０

5.5/10≦Ｃ

第一種中高旧

住居専用地域

第二種中高尼

住居専用地域

第一種住居地

賊

第二種住居地

域

準住居地域

準エ案地域

エ業地域

近隣商業地域

商業地域

≧

≧0.2+(1-C)xlO/4,5ｘ0.3

≧0.2+(１－C)xlO/4.5ｘＯ３

≧0.3Ｋ１－C)xlO/4.5ｘ0.3
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２－３計画基準

①公開空地の定義

「歩道状公開空地(9)」の最小幅員については、

技術基準および許可要綱ともに歩道幅員を２ｍ以

上と規定しているが、許可要綱では、商業系用途

地域における規定値を緩和し1.5ｍ以上としてい

る。また、「－の公開空地」の面積規定について

も、許可要綱では住居系及び工業系用途地域が

100㎡以上、商業系用途地域が50㎡以上と技術基

準の１／２に引き下げている。￣方、公開空地と

道路との高低差については、技術基準の６ｍ以内

の規定に対し、許可要綱では４ｍ以内と厳しく、

かつ階段及び斜路の幅員についても詳細に規定し

ている。さらに、技術基準で規定されている公開

空地に準ずる有効な空地（以下、有効空地）の中

庭等や屋上に関しては、許可要綱では認めていな

い(ID)（表５)。

那覇市における公開空地の定義は、技術基準な

どと比較して、面積に関する規定は緩和している

が、高さ規定は厳しく規定しており、小規模でも

歩行者にとって公開性の高い公開空地の創出を求

めているといえる。

②公開空地の有効面積の算定基準

算定基準には、「公開空地の形態による算定基

準」と「公開空地の公開性による算定基準」があ

り、有効面積は公開空地にそれらの有効係数を乗

じて得た値となる。

ｉ）公開空地の形態よる算定基準

歩道状公開空地の有効係数は、国交省の技術基

準及び那覇市の許可要綱とも４ｍ以内の部分を

1.5と規定している（表６上段)。ただし、段差が

なく歩道と合わせた幅員が６ｍ以上で、かつ隣地

間に塀などの空地の連続性を妨げる計画がない場

合、技術基準は1.5～2.5と規定しているが、許可

要綱では商業系用途地域の道路に沿った公開空地

で天空へ開放されているものに限り、道路境界線

からの距離に応じた一定の基準を設け細分化して

いる。

一の公開空地をみると、許可要綱の面積規定は、

技術基準と比較して規模が100㎡小さく規定され、

さらに商業系用途地域の場合は、有効係数を0.2

高〈規定している。

那覇市の許可要綱は、公開空地の定義と同様に、

面積規定を緩和する一方で、道路境界線からの距

表５公開空地の定義

－８８－

項目 国交省の技術基準 那覇市の許可要綱

最小幅員
最小幅員

歩道状公開空地

|問乗糸FH]2国｡2噸

4ｍ以上

2ｍ以上

4ｍ以上

2ｍ以上

1.5ｍ以上

－の公開空

地の面積

第一種低ド爵住居専用地域

第二種低ｉ瀞住居専用地域

第一種中１１蘭層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

準エ業地域

エ業地域

工業専用地域

近隣商業地域

商業地域

300㎡以上

200ITi以上

100㎡以上

100㎡以上

50㎡以上

道路に接道す．5公開空地全周の割合 1/8以上 1/8以上
道路との高低差 6ｍ以内 4ｍ以内
階段及び斜路の幅

ＥF五一一

iFFf匝旧「

UＴｄＤｌＴ

1F管、、

Ｚｕ目且

2ｍ以上

15cm以下

30cm以上

1/１０以下
公開空地に準
ずる有効な空
地

中庭等

屋上

適切な規模

道路からの高さ

面積

300『Ti以上

12ｍ以下

_の公開空地の面積
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雛に応じて公開空地を明確に区分するなど、歩道

と一体となった公開空地の創出を求めている。特

に、商業系用途地域では、有効係数を高く規定し

積極的に誘導しているといえる。

ii）公開空地の公開性による算定基準

公開空地の地盤の高さに関する技術基準の規定

は、路面高さと比較して1.5ｍ以上高いまたは

３ｍ以上低い公開空地の有効係数を０．６としてい

るが、許可要綱では０１～4.0ｍまでの高低差を５

区分し、0.9～0.5の有効係数を明確に規定してい

る（表６下段)。その結果、地盤の高さが0.8ｍ以

上１５ｍ未満の公開空地に関する有効係数は、許

可要綱の規定が特に厳しく、0.3の差が生じてい

る。

ピロティ、アーケード、アトリウム等（以下、

ピロティ等）で覆われた公開空地に関する技術基

準の規定は、はり下の高さに応じて有効係数を

0.8と0.6の２段階で区分しているが、許可要綱で

ははり下の高さと奥行きで空間形態を区分し、沿

道の公開空地とそれ以外の要素を加え、有効係数

を0.9～0.3までの６段階で区分している。

那覇市の許可要綱は、高さ並びに奥行きに関す

る規定を細分化しており、より公開性が高く利用

しやすい公開空地の創出を誘導しているといえ

る。

２－４緩和事項

那覇市の許可要綱における緩和事項は、容積率

制限、道路斜線及び隣地斜線制限の緩和であり、

北側斜線制限の緩和は認めていない。また、第一

種及び第二種低層住居専用地域における総合設計

制度の適用を制限していることから、絶対高さ制

限の緩和は認めていない。

表６公開空地の有効面預の算定基準

巨
匠
送
監
瞠
序

道路泊Ｌ

上n日以外

8９

国交省の技術基準

規定内容 有効係数

那覇市のﾛｷ可要綱

規定内容

公
開
空
地
の
形
態
に
よ
る
算
定
基
準

歩道状公
開空地

－の公開
空地

その他

中庭等

屋上

歩道状公開空地で幅が4m以内の部分

段差がなく､歩道と合わせた幅員が6m以
上であり､かつ隣地との間に塀等の空地
の連続性を妨げる肝画のないもの

面積が500㎡以上で幅員6m以上の道路
に接道

面積が300㎡以上500㎡未満で幅員6ｍ以
上の道路に接道

上記以外の公開空地

公開空地に準ずる有効な空地

公開空地に準ずる有効な空地

1.5

1.5～2.5

1.2

1.1

1.0

0.5

０．３

歩道状公開空地で幅が4ｍ以内の部分

商業系地域の道路に沿った公開空地
で天空へ開放されている場合､道路境
界線からの距離に応じた次の数値。
(歩道と段差がなく､歩道を含む幅員が
6m以上で隣地間'二塀等がない瑠合）

15ｍ以上2.0m未満

20m以上3.0m未満

3D、以上4.0ｍ以内

面積が400㎡以上で幅員6m以上の道路に接道(商業系地
域の培合）

面積が2001Ｔｌ以上400㎡未満で幅員6m以上の道路に接道
(同上）

上記以外の公開空地

1.5

1.5(2.0）

1.7(2.2）

2.0(2.5）

1.2(1.4）

1.1(1.3）

1ｐ

公
開
空
地
の
公
開
性
に
よ
る
算
定
基
準

見通し

公開空地

の地盤の

高さ

ピロティ
露

その他

道路からの見通しが.隣地又は計画蓮筆
物によって妨げられるもの

公開空地の地盤の高さが､公開空地に
接している道路の路面の高さと比べて
1.5ｍ以上商いもの又は3ｍ以上低いもの

はり下5ｍ以上10m未満

はり下2.5m以上5m未満

公開空地簿やそれに面する建築物等の
部分の意匠.形態等が公開空地等の効
用を増大させ､市街地琿境の整備改善に
特に寄与するもの。

D､５

0,6

0.8

0.6

1.2

道路からの見通しが､隣地又は計画建築物によって妨Ｉｆら
れるもの

公開空地の地盤が当肢公開空地の接
している道路面と高低差のある堪合
は､高低差に応じて次に掲げる数値と
する。

0.1ｍ以上０３m未満

0.3m以上０８m未満

０８m以上1.5m未満

1.5m以上3.0m未満

3,m以上4.0m未満

はり下5m以上で､かつ奥行きが当鮫高
さの2倍以内

道路沿い

上肥以外

はり下5m以上で､かつ奥行きが当酸高 きの2倍を超える

はり下25m以上5m未満で､かつ奥行き
が当該高さの2倍以内

道路沿い

上肥以外

はり下2.5m以上5m未満で､かつ､奥行きが当該高さの2倍
以内

0.5

0９

0.8

0.7

0 ６

0 ５

0 ９

0 ７

0.5

０７

0.5

0.3
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3．許可要綱に基づく建築事例の実態分析 那覇市では、許可要綱における敷地規模要件を

500㎡以上と法令要件の原則規定より低くしたこ

とで、総合設計制度の活用が促進され建築事例が

増加したといえる。

②絶対空地率

２１件の建築事例における絶対空地率は、住居系

用途地域内の平均が58.08％に対し、商業系用途

地域では36.25％である（表９)。しかし、許可要

綱の規定値より割増して整備した割合（以下、割

増整備率）は、商業系用途地域（40.7％）が住居

系用途地域（14.6％）よりも高く、商業系用途地

域での制度活用の効果が大きいといえる。

建築事例の実態分析は、那覇市が許可要綱を施

行した昭和60年９月から平成８年３月末までに建

築許可申請され、竣工または施工中の22件の建築

事例のうち、総合設計計画概要書が収集できた２１

件を対象とする（表７）。

表７那覇市の総合設計制度を活用した事例

0年９３０

表９用途地域別の絶対空地率（平均）

‘建ぺ、６９３２９３２７８４１５

絶対空地率(妬５８０８３６２５４４５６

規定値(ｏ ５０６８２６３４３５６１

割増整備率１４６４０７３０７

③接道状況

２１件の建築事例を、敷地と道路との関係からI

～Ⅲ型（表10）に分類すると(、、Ⅲ型の敷地形

態が12件と半数以上を占め、次いでⅡ型が７件と

多い。Ｉ型は２件と少ない。また、類型別の平均

敷地面積をみると、接道数が多い型ほど規模が大

きい傾向にある。

那覇市における総合設計制度の活用事例は、許

可要綱に敷地境界線の周長に対する独自規定を設

けたことで、公開性の高い敷地における整備が促

進されたといえる。

３－１基本要件

①敷地規模

２１件の建築事例のうち500㎡以上1,000㎡未満が

11件、1,000㎡以上1,500㎡未満が７件で、1,500㎡

未満が全体の85.7％を占めている。用途地域別で

は、住居系用途地域内の平均敷地面積（1,269.99

㎡）が商業系用途地域と比較して約42㎡大きい状

況にある。また、工業系用途地域における適用事

例はみられない（表８)。

表１０敷地と道路との関係による分類

事例件数平均敷地面積平均接道

表８用途地域別の敷地規模

＿■■■■■

－－
－－

－－－
平均敷地面積（ １２６９．９９１２０１５５１２２７６２

－９０－

建物名称 貯可年月日

久茂地セントラルビル 昭和60年９月30日
２ スポーツパレスジスタス 昭和61年１０月14日
３ ゲランシャトレ首里 昭和62年１月20日
４ ベルザ沖縄 昭和62年３月24日
５ ライオンズマンションたから 昭和63年８月４日
６ ﾌｧミール泉崎ハーバーピュー 昭和63年８月１２日
７ ニッセイ那覇センタービル 昭和63年９月13日
８ 金秀ピル 昭和63年11月１５日
９ エンゼルハイム小糠 平成元年３月14日
1０ ㈱沖縄三越 平成元年７月14日
1１ ﾌｱﾐｰﾙ西町ポートサイド 平成元年11月9日
1２ グランシヤトレ松尾 平成元年11月10日
1３ ライオンズマンション泊第８ 平成元年12月15日
1４ ライオンズプラザ宇栄原 平成2年５月22日
1５ エバメゾン大道 平成2年５月30日
1６ エンゼルハイム小禄赤嶺 平成３年３月20日
1７ 大同火災海上保険㈱本社ビル 平成4年２月25日
1８ ライオンズタワー安里 平成4年７月22日
1９ ライオンズマンション古波蔵第４ 平成4年７月22日
2０ 協栄生命沖縄那覇ビル 平成5年９月１日
２１ ライオンズマンション汀良 平成７年11月１５日

住居系

用途地域

商業系

用途地域
全体

基準建ぺい率(妬） 69.32 93.27 84.15

絶対空地率(兜） 58.08 36.25 44.56

規定値(％） 50.68 26.34 35.61

割増整備率(％） 1４．６ 40.7 30.7

事例件数 平均敷地面積 平均接道率

I型

蝋

2件 718.3㎡ 23.70％

Ⅱ型

｜
］

蕊 7件 909.2㎡ 31-80％

皿型 ｣霞 12件 1498.3㎡ 56.60％

合計 21件 1227.6㎡ 45.20％

住居系用
途地域

商業系用
途地域

全休

建
物
数

500㎡以上

10DOrrij 1上

1500｢Tm 1上

2000rTil Ｉ上

25001T、 Ｉ上

3000｢Tf以上

合計

３

４

０

１

０

０

８

８

３

１

0

0

１

1３

1１

７

１

１

0

１

２１

平均敷地面積(㎡） 11269.99 1,201.55 1,227.62
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④有効公開空地率

建築事例における有効公開空地率の規定値は、

住居系用途地域が40.45％と商業系用途地域の

34.49％より高い（表11)。しかし、商業系用途地

域は、実際の有効公開空地率が51.72％と住居系

用途地域（50.96％）を上回り、規定値を超えた

公開空地が多く整備されている。

決定係数はやや低めだが、接道率の高い敷地ほ

ど有効公開空地率は高くなる傾向にあり、緩和事

項である割増容積率も高くなるといえる。

３－３建築事例における有効面槙の算定

商業系用途地域内の平均公開空地面積は396.69

㎡で、住居系用途地域より約200,F小さい（表12)。

しかし、平均有効公開空地面積は、商業系用途地

域が610.81㎡で、住居系用途地域との差は約44㎡

に縮小され、商業系用途地域の公開空地が高く評

価されている。

表１２用途地域別の有効面積の算定（平均）

表１１用途地域別の有効公開空地率（平均）

住居系

用途地域

商業系

用途地域

６９３２9３２７

５０９６５１７２

４０４５３４４９

２５９７４９９９ 住居系

用途地域

商菜系

用途地域

３－２有効公開空地率と他の要件との相関関係

有効公開空地率と敷地規模、絶対空地率及び接

道率との相関をみると、有効公開空地率は敷地

規模（相関係数-0.0221）及び絶対空地率（同

0.0537）との相関関係は低いが、接道率との相関

関係が比較的高い（同0.5530)。そこで、有効公

開空地率と接道率との回帰分析を行った結果（図

２)、接道率（Ｘ）と有効公開空地率（Ｙ）との

関係について

Ｙ＝0.495Ｘ＋29.047………･･…………….(1)

が得られた（決定係数0.306)。

３－４緩和事項

容積率制限の緩和は、２１件中20件が緩和を受け

ており、建物用途は共同住宅や店舗併用共同住宅

が多い。また、住居系用途地域内の建物では共同

住宅、商業系用途地域内では店舗併用共同住宅が

それぞれ多い（表13)。

表１３緩和事項

住居系

用途地域

商巣系

途地域

ノ

２
２
１
３
２
１
１

１
２
１
１
１
１
１

１
１
ス

ズ所務事事輔 ［
100 往事ス膵鋸罐》計往事ス腺繩錘叶住車醍蠅鎚叶壁

同

9０

8０

０
０
０
０
０

７
６
５
４
３

（
ま
）
掛
裂
剖
匪
忽
穣
仲

卜
。

2０

０
０

１

０１，２０３０ ４０５０６０７０８０９０１００

接道率(”）

図２有効公開空地率と接道率との相関

（数字は表７に対応）
住:共 店 :スポーツ施設

9１

住居系

用途地域

基準建ペイ率(船） 69.32 93.27

有効公開空地率(妬） 50.96 51.72

規定値(船） 40.45 34.49

割増整備率(％） 25.97 49.99 住居系

用途地域
商業系

用途地域
敷地面積(㎡） 11269.99 11201.55

公開空地面積(㎡） 597.01 396.69

有効公開空地面積(㎡） 654.74 610.81

有効係数 1.17 1.62

有効公開空地率(妬） 50.96 51.72

住居系

用途地域

商業系

用途地域
合計

事例数 ８ 1３ 2１

容
積
率

住

事

ス

店+住

事+店

車+住

事+商+住

計

５

３

８

２

２

１

３

２

１

１

1２

７

２

１

６

２

１

１

2０

道
路
斜
線

住

事

,ス

店+l主

事+店

事+住

計

３

４

１

２

１

１

１

１

７

４

２

１

２

１

１

1１

隣
地
斜
線

住

事

店+住

事十店

事+住

肝

３

１

４

１

３

１

１

６

４

３

１

１

１

1０
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道路斜線制限及び隣地斜線制限の緩和は、約半

数の事例が緩和を受け、建物用途は住居系用途地

域が共同住宅で、商業系用途地域では事務所が多

くを占めている。

性の高い公開空地の創出度」を表す軸と解釈でき

る。

②建築事例の類型

主成分分析によって得られた主成分得点に対し、

クラスター分析（ウオード法）を行った結果、建

築事例は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４グループといずれ

にも属さない１サンプル（Ｅ）に分類される（図

３)。

４．許可要綱に基づき整備された公開空地

の実態分析

４－１敷地及び設計条件からみた建築事例の類型

①空間特性

那覇市内における総合設計制度を活用した建築

事例の空間特性を把握するため、建築事例の敷地

条件（基準建ペイ率、基準容積率、敷地面積、接

道率）と設計条件（建築面積、絶対空地面積、公

開空地面積、有効公開空地面積、有効公開空地率）

の９指標を用いて主成分分析を行った。固有値が

１以上となる第３主成分までを選択した結果、そ

の累積寄与率は90.8％となった（表14)。

１７７１１１２２４８２０１３１８１０３６１４５９１９２１１５１６

注)数字は表7に対応する

図３クラスター樹形図による類型
表１４主成分負荷量

Ａグループは、商業地域内の敷地で平均敷地面

積が1,214.22㎡（標準偏差：464.23）であり（表

15)、許可準則等に定められた法令要件の原則規

定を超える事例を中心としたグループである。ま

た、４グループのなかで平均有効公開空地率が

71.42％と最も高い。

Ｂグループは、商業地域内で平均敷地面積が

836.64㎡（標準偏差：301.25）とＡグループと比

較して小規模であり、平均有効公開空地面積が

313.75㎡と最も小さいグループである。同グルー

プは、那覇市の許可要綱において商業系用途地域

の面積規定を500㎡引き下げたことにより整備さ

れた建築事例のグループといえる。

Ｃグループは、住居系用途地域内で平均敷地面

積が1,705.54㎡（標準偏差：539.73）と４グルー

プの中で最も敷地面積及び公開空地面積が大きく、

許可準則等に規定された法令要件の原則規定に比

較的近いグループである。

Ｄグループは、住居系用途地域内で平均敷地面

積が998.96㎡（標準偏差：151.29）の事例であ

り、平均接道率が29.99％と最も低い。Ｂグルー

プと同様、住居系用途地域の面積規定を500㎡に

引き下げた独自規定により整備されたグループと

鑪｜鴫一躯一》｜Ⅷ｜州霞

固

寄与率（

累積寄与

第１主成分（固有値4.173、寄与率46.4％）は、

有効公開空地面積、敷地面積、公開空地面積、絶

対空地面積、建築面積が正方向に高く寄与してお

り、負方向に高く寄与する指標はみられない。従っ

て、第１主成分は「公開空地の規模」を表す軸と

解釈できる。第２主成分（固有値2.489、寄与率

27.7％）は、基準容積率、基準建ペイ率、接道率

が正方向に高く寄与していることから、「敷地周

辺の密集度」を表す軸と解釈できる。第３主成分

(固有値1.512、寄与率16.8％）については、有効

公開空地率が正方向に高く寄与しており、「公開

－９２－

主成分

第１ 第２ 第３

有効公開空地面積 ０．９７１ 0.113 ０．１３４

敷地面積 ０ 927 -0 ００３ －０ 363

公開空地面積 ０ 911 -0 1３７ 0 2７３

絶対空地面積 0 847 －０ 457 －０ 081

建築面積 0 ８０１ ０ 301 -0 481

基準容積率 －０ 098 0 ９１３ －０ １５Ｂ

基準建ぺい率 -0 051 0 837 －０ 368

接道率 0 269 0 718 ０ 423

有効公開空地率 0 312 0 329 0 843

固有値 ４ 1７３ ２ 489 １ ５１２

寄与率（兜） ４６．４ 27.7 1６．８

累積寄与率(妬） 46.4 74.0 90.8
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いえる。 ろ。また、囲い込み型の平面形態ほど敷地面積、

接道率および有効公開空地率は高くなる傾向にあ

る。

②平面形態と接道条件による類型

建築事例は、公開空地の平面形態と敷地の接道

条件により、１－歩道型、Ｉ－Ｌ字型、Ⅱ－Ｌ字

型、ｍ－Ｌ字型、ｍ－Ｕ字型、Ⅲ－囲い込み型に

類型化され、Ｕ字型や囲い込み型の平面形態は前

面道路が２以下（Ｉ型、Ⅱ型）の敷地ではみられ

ない。また、接道する前面道路の数が多いほど敷

地規模が大きく、多様な平面形態の公開空地が整

備され、有効公開空地率も高くなる傾向にある。

４－２公開空地の平面形態と接道条件による類型

①平面形態による類型

那覇市の許可要綱に基づき整備された公開空地

の平面形態は、歩道型、Ｌ字型、Ｕ字型、囲い込

み型の４タイプに分類され、Ｌ字型のタイプが１０

件と約半数を占め、Ｕ字型（７件)、囲い込み型

(３件）となっている（表16)。歩道型が１件と少

ないのは、那覇市が前面道路に対する敷地の接道

条件に加え、道路に沿った公開空地の設置('2）に

ついて、独自規定を設けたことによる効果といえ

４－３建築事例の形態的特性

に関する考察

２１事例の第１および第２主

成分に対応する主成分得点を

布置した２次平面上に、公開

空地の平面形態と敷地の接道

条件による６類型を表示した

ものが図４である。

接道率および有効公開空地

率が高く法令要件の面積規模

を満たすＡグループは、全て

がⅢ型の接道タイプであり、

平面形態はＵ字型が多い。ま

た、敷地面積および公開空地

面積の大きなＣグループも、

全てがⅢ型の接道タイプであ

り、公開空地の平面形態は公

開性の高い囲い込み型が目立

つ。一方、那覇市の独自規定

により整備されたＢおよびＤ

グループはⅡ－Ｌ字型が多く、

囲い込み型やＵ字型の公開空

地はあまりみられない。Ｉ型

の接道タイプは商業地域を中

心としたＢグループのみにみ

られ、これは商業系用途地域

における歩道状公開空地の有

効面積の算定基準を高く規定

したことによる効果といえる。

表１５敷地条件 ･設計条皀件の指標と類型別平均値

露
表１６公開空地の平面形態と敷地の接道条件による類型

歩道字Ｕ子`、囲い込み里

注)ａ:事例件数ｂ:平均敷地面積ｃ:平均接道率。:平均有効公開空地率

函:公開空地
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低層住居専用地域における運用の制限や接道率に

関する規定を設けるなど、周辺地域の住環境保全

に向けた運用上の配慮が伺える．また、設計条件

についても、公開空地の面積規定を緩和する一方

で、道路面からの高さおよび距離に関する規定値

の細分化並びに有効空地の制限など、公開性が高

く歩行者が利用しやすい公開空地を創出する規定

内容としている。

②建築事例に関する実態分析の結果、面積規定

の引き下げにより、1,500㎡未満の制度活用事例

が増加したが、接道率に関する規定を設けたこと

で、公開性の高い敷地形態（Ⅲ型・Ⅱ型）の事例

が多くを占めている。また、有効公開空地率は接

道率との相関が強く、接道率の高い敷地ほど有効

５．まとめ

本稿では、－特定行政庁である那覇市の定めた

許可要綱の独自性及び公開空地の特性並びに整備

された公開空地の形態的特性を明らかにするため、

国交省の許可準則及び技術基準との比較分析や建

築事例の運用実態に関して分析を行った結果、以

下のような知見が得られた。

①那覇市の許可要綱は、許可準則などの規定内

容を踏まえつつ、独自規定を設けて柔軟に運用し

ていることが把握できた。特に、敷地条件につい

ては、面積規定を政令の原則規定より低く設定し、

制度の活用を促進する一方で、第一種及び第二種

図４主成分分析による事例の類型化と公開空地の形態的特性注)数字は
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公開空地率が高くなる傾向にあり、接道率に関す

る独自規定の効果が現れている。

③那覇市の許可要綱に基づく建築事例は、敷地

条件と設計条件に関する指標により４グループと

１サンプルに分類され、また、公開空地の平面形

態と敷地の接道条件により６類型化された。法令

要件に基づく面積規定は大規模で多様な平面形態

の公開空地を創出している。一方、敷地規模条件

の緩和並びに接道条件の付加などの独自規定によ

り、市街地の角地空間を中心に小規模なＬ字型公

開空地の創出に大きく寄与している。

今後は、那覇市の算定基準に基づく公開空地の

空間形態が子どものあそび空間としての利用に与

える影響を調査分析し、子どものあそび環境の視

点からみた公開空地に関する基準値の有効性の検

証が求められる。

(6)市街地住宅の供給の促進が必要な三大都市圏

などの既成市街地などにおける用途地域内（準

住居地域、工業地域、工業専用地域を除く）に

あるもので、延べ面積の1／4以上を住宅の用に

供する建築物に対する総合設計制度。

(7)許可準則及び技術基準においては、再開発方

針等適合型総合設計制度のほか、都心居住型総

合設計制度がある。

(8)建築基準法施行令（以下、政令）第136条第

３項による規定のこと。

(9)歩道状公開空地とは、道路に沿って敷地全長

にわたって設けられ、かつ、道路と－体として

利用可能な公開空地及び敷地を貫通して道路、

公園などを相互に有効に連絡する公開空地のこ

とをという。

００中庭等や屋上は、平成７年７月の許可準則の

一部改正に伴い、公開空地に準ずる有効な空地

として規定されたが、那覇市は平成８年４月に

許可要綱の－部改正の際、導入しなかった経緯

がある。

(､）接道条件となる前面道路以外の道路も含めて

分類している。

⑫許可要綱において、計画建築物の敷地内には、

原則として道路に沿った公開空地を、既存道路

と同一レベルで道路境界線に沿って連続して設

けるものとしている。
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補注

(1)建築基準法第59条の２「敷地内に広い空地を

有する建築物の延べ面積の敷地面薇に対する割

合等の特例」による規定のこと。

(2)建築基準法に基づき、違反建築物に対する命

令、用途地域内の建築制限に関する許可等を行

う権限を有する機関のこと。建築主事を置く市

町村の区域については当該市町村の長をいい、

その他の市町村の区域については都道府県知事

をいう。

(3)性能型基準とは「建築物の細部の手法や形態

までを予め詳細に規定するのでなく、規制の目

的を明示し、そのために要求される性能を規定

して目的に添うものであれば、新しい形態や手

法のものでも積極的に認めていこうとするもの」

としている。（参考文献15）を参照）

(4)政令第136条第１項による規定で、敷地面積

から建築面積を減じた敷地部分の面積の敷地面

積に対する割合をいう。

(5)有効公開空地面積の合計の敷地面積に対する

割合のこと。
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